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Ⅰ 法学部の教育目的と特徴 
 

１.教育の目的と基本方針 

法学部における教育の目的は、法学・政治学の基礎的な素養を獲得し、髙度の専門性が

求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより、法学・政治学

における研究者・技術者を養成することである。 

この目的を追求するために、現代社会の問題に対し、法的・政治的知識の修得を通じ、

的確かつ総合的な判断や意思決定ができる人の育成を基本方針として、教育活動を実施す

る。 

これは、名古屋大学学術憲章にある「自発性を重視する教育実践によって、理論的思考

力と想像力に富んだ勇気ある知識人の育成、人材養成を通した人類の福祉や世界・社会・

地域等の発展への貢献」を法学・政治学の分野で実現しようとするものである。 

 

 

２.目標と方針 

法学部は、身につけるべき学力、資質・能力として、(１)法律学・政治学等の専門的基

礎知識、(２)大局的見地に立ってものごとを総合的に判断する能力、(３)的確な価値判断・

意思決定を行う能力、を目標に掲げ、これを目指す教育プログラムの実施と教育のグロー

バル化への対応を第２期の重点目標にしている。 

全学の中期目標・中期計画にそって、次の方針を立て、目標の達成に努めている。 

 

(１)中期目標・中期計画（K1：教養・学部専門教育を充実させる。）に対応した方針や取組 

・４年一貫教育、少人数教育を維持し、一層の充実を図る。 

・授業科目の完全自由選択制を維持し、授業科目の多様性及び内容について一層の充

実を図る。 

・英語による講義の一層の充実を図る。 

・総合法政専攻への飛び級入学制度の導入への対応および３年次卒業制度の導入につ

いて検討する。 （法学部中期計画 K1） 

 

(２)中期目標・中期計画（K4：全学教育体制を維持し、教養教育院の機能を充実させる。 

K5：教育の実施体制・方法・結果を点検し、改善に活かす。）に対応した方針や取組 

・教員充実のための採用計画を立てる。サバティカルの取得等、教員の研究時間・研

究費の確保を図る。 （法学部中期計画 K3） 

・また、国際社会科学プログラムのカリキュラムの充実を図る。同コースのための外

国人教員を採用する。同コースの導入に伴う定員削減を行う。 （法学部中期計画

K4） 

 

(３)中期目標・中期計画（K7：学生への経済的援助や課外活動支援を行う。）に対応した方

針や取組 

・留学生支援団体への支援を拡大する。 （法学部中期計画 K5） 

・インターンシップ制度、エクスターンシップ制度の一層の充実を図る。 （法学部

中期計画 K6） 

 

(４)中期目標・中期計画（K14：様々な組織と協力し、教育・文化・福祉・安全の向上に貢

献する。）に対応した方針や取組 

・地方自治体の設置する委員会の委員としての参加等を通じて地方自治体の行政活動

に積極的に参画する。 （法学部中期計画 K11） 
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(５)中期目標・中期計画（K17：国際プログラム群を設けること等により留学生の比率を

10％以上に増やす、また、アデレード大学等との国際共同学位プログラムを展開するな

ど、国際化に対応した教育プログラムを充実させる。海外拠点等を活用し、愛知教育大

学、三重大学等と連携してグローバル人材の育成に取り組む。 K19：留学生・外国人研

究者向け学内文書の日英併記化等により、業務運営における国際化を進める。）に対応し

た方針や取組 

・国際社会科学プログラムのカリキュラムの充実を図る。同コースのための外国人教

員を採用する。同プログラムの導入に伴う定員削減を行う。 （法学部中期計画 K12） 

・学術交流協定締結校との交流の実質化を図るとともに、締結校の増加を図る。 （法

学部中期計画 K14） 

 

(６)中期目標・中期計画（K44：自己点検・評価を継続的に実施する。）に対応した方針や

取組 

・法学研究科全体、実務法曹養成専攻について、それぞれ３年ごとの自己点検・評価

を継続的に実施する。 （法学部中期計画 K17） 

 

(７)中期目標・中期計画（K47：多様なメディアを活用し、教育・研究活動等を迅速に情報

発信する。 K48：自己点検・評価等に関する情報発信を進める。）に対応した方針や取

組 

・法学研究科の広報活動を一層推進する。 （法学部中期計画 K19） 

・法学研究科全体の自己点検・評価等についても、法学部ウェブサイト上での公開等

により、一層の充実を図る。 （法学部中期計画 K20） 

 

(８)中期目標・中期計画（K50：環境保全と省エネルギー設備の整備等を進める。）に対応

した方針や取組 

・国際社会科学プログラムの開設に必要な施設の整備に努める。 （法学部中期計画

K22） 

  

 

３.学部の特徴   

①グローバル社会に対応するための法律学・政治学等の総合的な知識の習得、②大局的

見地に立ってものごとを総合的に判断する能力の涵養、③的確な価値判断・意思決定を行

う能力の涵養という目標の下、これらを実現するための教育を実践している。これらの教

育・研究を通じて、社会貢献に取り組んでおり、教育においては、以下の特徴や特色を有

している。 

自由・闊達・進取の気風の下、①少人数教育、②４年一貫教育を実施し、授業科目の選

択については、③完全自由選択制を採用している。①少人数教育について、教員１名当た

りの学生数は、１学年３名程度になっているため、学生間および学生・教員間で親密な関

係性を構築できる。②１年次から法学・政治学の専門教育を行い、４年間の段階的・系統

的なカリキュラムの下で法学・政治学を学ぶことができる。③法学・政治学を問わず、自

身の興味関心にそった履修科目を選択することを可能にする完全自由選択制を採用してい

る。選択の不安を払拭するために、基礎から応用まできめ細かいカリキュラムを段階的・

系統的に用意している。 

また、留学生も多く、国際交流も盛んである。学術交流協定を結んだ大学の協力を得な

がら、海外研修や国際大学交流セミナー等を数多く実施している。 
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４.学生受入の状況 

１学年の学生定員は 150 名であり、内訳は以下の表の通りである。第２期も引き続き適

切な定員管理を行っている。 

 

 

1 年次入学 3 年次編入 

定員 
入学者 
合計 

（内訳） 

定員 入学者一般 
入試 

推薦 
入試 

帰国子
女入試

外国人
留学生

G30 
(前年度 
10 月入
学） 

2010 年度 150 名 157 名 108 名 45 名 ４名 ０名 ―― 10 名 12 名

2011 年度 150 名 162 名 109 名 45 名 ５名 ３名 ―― 10 名 10 名

2012 年度 150 名 159 名 105 名 45 名 ３名 ０名 ６名 10 名 ７名

2013 年度 150 名 160 名 107 名 45 名 ―― １名 ７名 10 名 ８名

2014 年度 150 名 165 名 110 名 45 名 ―― ３名 ７名 10 名 ８名

2015 年度 150 名 157 名 105 名 45 名 ―― ２名 ５名 10 名 ５名

 

 

 

 [想定する関係者とその期待] 

想定する関係者は、卒業生が関係する企業、官公庁、大学院と在学生であり、その期待

は、(１)グローバル社会に対応するための法律学・政治学等の専門的基礎知識、(２)大局

的見地に立ってものごとを総合的に判断する能力、(３)的確な価値判断・意思決定を行う

能力の育成である。 

とくに、第２期は、専門的基礎知識等を活かしてアジアをはじめグローバルに活躍でき

る人材の育成に対する社会からの強い要請を受けて、この新たな期待に応える取組を実施

している。 
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Ⅱ 「教育の水準」の分析・判定 
 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

観点Ⅰ－１ 教育実施体制  

 

 (観点に係る状況) 

観点Ⅰ－１－① 教員組織編成や教育体制の工夫とその効果 

【教育プログラムとしての実施体制】 

教員は３つの教員グループ（公法・政治、民事法・刑事法、基礎法・社会法等）に

所属し、授業計画、教員人事等について審議し、教授会に提案する。教育活動を展開

する上で必要な運営については、執行部と各種委員会の有機的・機動的連携体制によ

ってなされるが、とくに教員組織、人事計画については、教員グループの代表者と執

行部からなる将来計画検討・人事委員会において方針を決定している。 

 

資料Ⅰ－１－①－１： 学部の内部構成（教員グループ別名簿） 各年５月現在  

              ［出典：教員グループ名簿から作成］ 

 

公法・政治教員グループ 

 教授 准教授 

計 

憲
法 

行
政
法 

国
際
法 

租
税
法 

西
洋
政
治
思
想
史 

政
治
学 

国
際
政
治
学 

行
政
学 

日
本
政
治
史 

西
洋
政
治
史 

東
洋
政
治
思
想
史 

計 

国
際
法 

行
政
法 

憲
法 

東
洋
政
治
思
想
史 

西
洋
政
治
思
想
史 

地
方
自
治
論 

2010 年度 14 ２ ２ １ １ １ ２ ２ １ １ １ ４ １ １ １ １ 

2011 年度 15 ２ ２ ２ １ １ ２ ２ １ １ １ ３ １ １ １ 

2012 年度 15 ２ ３ ２ １  ２ ２ １ １ １ ２  １ １ 

2013 年度 16 ３ ３ ２ １  ２ ２ １ １ １ １    １

2014 年度 16 ３ ３ ２ １  ２ ２ １ １ １ ２    １ １

2015 年度 15 ３ ２ ２ １  ２ ２ １ １ １ ２    １ １

 
 

民法・刑事法教員グループ 

 教授 准教授 

計 

民
法 

民
事
訴
訟
法 

商
法 

刑
法 

   

計 

民
法 

民
事
訴
訟
法 

商
法 

刑
法 

刑
事
訴
訟
法 

 

2010 年度 10 ４ ２ ３ １  ７ ２ １ １ ２ １  

2011 年度 11 ４ ３ ３ １  ７ ２ １ ２ ２  

2012 年度 11 ４ ３ ３ １  ７ ２ １ ２ ２  

2013 年度 10 ４ ３ ３ １  ７ ２ １ ２ ２  

2014 年度 12 ５ ２ ３ ２  ５ １ １ １ ２  

2015 年度 12 ５ ２ ３ ２  ５ １ １ １ ２  
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基礎法・社会法等教員グループ 

 

教授 准教授 

計 

法
情
報
学 

法
情
報
教
育
論 

ロ
シ
ア
法 

ア
ジ
ア
法 

法
哲
学 

日
本
法
制
史 

西
洋
法
制
史 

労
働
法 

知
的
財
産
法 

法
社
会
学 

中
国
法 

国
際
私
法 

環
境
法 

経
済
法 

社
会
保
障
法 計 

比
較
法 

法
情
報
学 

法
哲
学 

経
済
法 

社
会
保
障
法 

知
的
財
産
法 

法
社
会
学 

ロ
シ
ア
法 

2010 年度 11 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ５ １ １ １ １ １

2011 年度 12 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ５ １ １ １ １ １

2012 年度 10 １ １  １ １ １ １ １ １ １ １ ５ １  １ １ １ １

2013 年度 10    ２ １ １ １ １ １ １ １ １ ４ １    １ １ １

2014 年度 12  １  １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ ５ １    １ １ １ １

2015 年度 13  １  １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ４ １    １ １ １

 

 

資料Ⅰ－１－①－２： 学部の学生定員と現員 （2015 年５月１日現在） 

［出典：学生数調］ 

 

学科 

１年 ２年 ３年 

定員 現員  
留学生数
（内数）

定員 現員  
留学生数
（内数）

定員 現員  
留学生数
（内数）

法学・政
治学科 

150 157 ４ 150 165 ６ 150 165 ６

合計 150 157 ４ 150 165 ６ 150 165 ６

 

学科 

４年 合計 

定員 現員  
留学生数
（内数）

定員 現員  
留学生数
（内数）

法学・政
治学科 

150 215 ６ 600 702 22

合計 150 215 ６ 600 702 22

 
 
 

 

【組織体制】 

法学部は法律・政治学科１学科からなる。教員の内訳は次の通りである。 

将来計画検討・人事委員会において、部局全体の教員配置を総合的に検討している。

年齢構成に偏りはなく、女性教員の比率も高いなど、適切な組織体制を構築している。  

非常勤講師（寄付講座を除く）の担当授業数は以下の通りであり、低い率を保って

いる。 

 

資料Ⅰ－１－①－３： 教員数一覧（2010-2015 年度、 各４月１日現在） 

［出典：定員現員表］ 

 

年度 教授 准教授 講師 助教 助手 

2010 39 15[３] １ -- ２ 

2011 41[１] 15[２] １ １ ３ 
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2012 40 14[３] ２ １ ２ 

2013 39[１] 12[２] ２ １ ２ 

2014 43[１] 12[２] ２ <１> ２ 

2015 42[２] 12[１] ２ ０ ２ 

［ ］協力講座教員数（CALE 所属、外数）、 

＜ ＞総長管理定員(三種)、外数 ［期間：2013.10.01～2015.03.31］ 

 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－１： 学部の内部構成（教員グループ別名簿） 各年５月現在 p.５ 

 

［後掲］資料Ⅰ－１－②－２： 女性教員比率（各年度５月１日現在）、外国人教員比率（各年度５月

１日現在） p.19 

 

資料Ⅰ－１－①－４： 非常勤講師担当コマ数（2010-2015 年度） 

                 ［出典：教授会資料］ 

 

   科目数  
計 

  前期 後期 集中 

2010（平成 22）年度 ０ ３ ４ ７ 

2011（平成 23）年度 ２ ２ ３ ７ 

2012（平成 24）年度 ０ ５ ３ ８ 

2013（平成 25）年度 ３ ４ ５ 12 

2014（平成 26）年度 ３ ３ ８ 14 

2015（平成 27）年度 ３ ６ ９ 13 

 
 
 
 【学内連携】 

英語で学部教育を行う G30 による国際社会科学プログラムは、経済学部と合同で開

設されている。また、他学部授業で修得した単位を一定の範囲で卒業単位に編入する

ことを認めている。  
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資料Ⅰ－１－①－５： 国際社会科学プログラム開講科目一覧 

［出典：教授会資料］ 
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資料Ⅰ－１－①－６： 「関連専門科目」に関する一覧   

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 20 頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋大学法学部 分析項目Ⅰ 

－5-12－ 

資料Ⅰ－１－①－７： 名古屋大学法学部規程 

［出典：名古屋大学規則集］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【他大学との連携】 

他大学で修得した単位を一定の範囲で卒業単位に編入することを認めている。 

また、大阪大学法学部と連携して TV 会議を利用した講義「特殊講義（インターネ

ット技術と法規制）」を開設している。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－７： 名古屋大学法学部規程  p.12 

 

 

 

【外部組織との連携】 

2008 年に「法情報研究センター」を設立し、政府（法務省）が実施する法令外国語

訳事業を視野に入れて、法令と翻訳法令、それにまつわる研究成果を世界に発信して

いる。その成果は学部授業においても活かされている。 

弁護士事務所、企業、自治体等で就業体験を単位化した科目を置いている（法政実

習〔インターシップ〕）。多数の学生がこれに参加し、これによる単位認定を受けてい

る。 

 

資料Ⅰ－１－①－８： 法情報研究センター概要 

［出典：法情報研究センターウェブサイト 

http://jalii.law.nagoya-u.ac.jp/jaorganization］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋大学法学部 分析項目Ⅰ 

－5-13－ 

資料Ⅰ－１－①－９： 法情報学Ⅱ（シラバス） 

［出典：名古屋大学法学部 WEB シラバス］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－①－10： 法学部インターンシップの実施状況報告（2010-2015 年度） 

［出典：インターンシップ関係調査］ 

 

派遣先 

応募者数（人） 派遣者数（人） 

10 
年
度 

11
年
度

12 
年
度 

13 
年
度 

14 
年 
度 

15
年
度

前 
年 
比 

10
年
度

11
年
度

12
年
度

13 
年
度 

14
年
度 

15
年
度

前 
年 
比 

法律事務所 11 12 13 10 ９ ４ △５ 11 12 12 10 ９ ４ △５
企業（法務部
門） 

41 40 32 26 23 17 △６ 27 25 21 22 16 15 △１

企業（法務部
門以外） 

35 41 35 36 31 28 △３ 31 41 40 42 34 31 △３

マスコミ 27 23 24 23 18 15 △３ 26 21 21 17 20 21 １
中央省庁・地
方自治体 

31 41 42 47 50 58 ８ 29 33 24 25 31 33 ２

国際関係機関 ４ ９ ６ ９ ２ ８ ６ ４ ５ ７ ８ ２ ５ ３

NPO・NGO ３ ２ ４ ５ ５ ４ △１ ４ ９ ５ ８ ７ ５ △２

議員事務所 １ ３ ２ ０ ５ ２ △３ ２ ３ ４ ２ ５ ２ △３

司法書士、弁
理士等 

13 ８ ９ 10 ４ ５ １ 19 11 ９ 10 ４ ５ １

その他 ０ １ ０ ０ ２ ０ △２ ０ ０ ０ ０ ２ ０ △２

合計 166 180 167 166 149 141 △8 153 160 143 144 130 121 △９

 

 

 

【国際性】  

留学生を積極的に受け入れるとともに、学術交流協定を結んだ大学の協力を得ながら、

日本人学生の海外研修を実施している。国際大学交流セミナーやインターナショナルサ

マーセミナーを実施している。 

海外の研究者の招聘や共同研究の実施、国際シンポジウムの開催、教員の海外派遣な

ども積極的に行っている。JICA の法整備支援事業にも協力している。 
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資料Ⅰ－１－①－11： 外国人留学生在学者数とその割合 （各年度 5 月 1 日現在） 

［出典：学生数調］ 

 

年度 在学生数 留学生数 割合 

2010 689 ７ 1.02% 

2011 691 ９ 1.30% 

2012 689 15 2.18% 

2013 685 14 2.04% 

2014 696 19 2.73% 

2015 702 22 3.13% 

 
 
資料Ⅰ－１－①－12： 学術交流協定校一覧 

［出典：文系総務課保管資料から作成］ 

 

資料Ⅰ－１－①－13： 国際大学交流セミナー（ソウル市立大学主催）案内（2013 年度版） 

［出典：文系教務課保管資料より］ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－①－14： インターナショナルサマーセミナー（ISS）概要 

［出典：ISS 実行委員会作成資料、開催行事一覧より作成］ 

 

概要 

名古屋大学法学部と学術交流協定を締結している海外の大学の学生及び、本学
部の学生に対して、日本国内外の著名な学者による講義(法律学及び政治学)、
司法関係機関等での実地研修を提供する約 3 週間のサマーセミナーであり、以
下の 3 点を目的として実施している。 
＜目的＞ 
①講義･実地研修･学生交流を通じて、異なる社会文化歴史を背景にもつ学生た
ちが日本の司法制度･社会制度、また文化・社会・歴史を学びつつ、比較的視野
をもって日本のみならず相互に多様な国の制度を学習する。 
②国境を超えた将来にわたる友人関係・ネットワークを形成する。 
③本学部学生による自主的なプログラムの企画運営の機会を提供し、異文化衝
突による問題を解決する中で、国際社会の中で問題に対処し相互理解に発展さ
せことのできる人材を育成する。 

対象学生 

○キャンパス・アジアプログラム［韓国、中国、タイ］  
○キャンパス・アセアンプログラム（2013 年度～）［ベトナム、カンボジア、イ
ンドネシア］ 
○その他、JASSO ショートステイプログラム［韓国、台湾 等］等 

実施体制 インターナショナルサマーセミナー実行委員会 
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実施行事 

オリエンテーション、各種セレモニー（開講式、歓迎会、閉講式、送別会、総
長表敬訪問）、日本語講義、法律学・政治学講義、インディペンデントリサーチ、
ホームステイ、リサーチビジット（企業、司法機関 等）、文化交流、インター
ン（大学院生のみ） 等 

実施実績 年度 開催期間 
参加学生数 

（日本人学生を除く） 

 2012 年度 2012.08.06-08.24 23 名 

 2013 年度 2013.08.04-08.23 35 名 

 2014 年度 2014.08.05-08.28 37 名 

 2015 年度 2015.08.03-08.26 36 名 

 

 

 

【教育・指導体制】  

教員は３つの教員グループに所属し、授業計画、教員人事等について審議し、教授

会に提案する。学生がすべて少人数教育を受けられるよう、法科大学院の専任教員を

除くほぼすべての教員が演習科目を担当している。そのほか、就職担当、留学生担当、

ＩＴ担当の専門スタッフを置き、学生や教員のニーズに応えている。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－１： 学部の内部構成（教員グループ別名簿） 各年５月現在 p.５ 

 

資料Ⅰ－１－①－15： 開講ゼミと履修人数 

［出典：教務システムより抽出］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－①－16： ゼミ担当教員名（2015 年度のみ） 
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［出典：法学部学生便覧 2015 年度 28-31 頁］ 

 

科目名 対象 開講数 担当者 

演習Ⅰ ２年 29 
森際、小野、定形、後、神保、和田、市橋、鈴木、増田、小畑、
本、橋田、三浦、丸山、宇田川、田村、水島、渡部、稲葉、齊藤、
吉政、古川、松中、宮木、西井、原田、加藤、國分、荒見 

演習Ⅱ ３年 31 

森際、小野、定形、後、神保、和田、市橋、本、橋田、三浦、丸
山、田村、水島、渡部、稲葉、林、齊藤、大河内、吉政、古川、
松中、宮木、西井、原田、加藤、國分、荒見、中東、髙橋、中野、
岡本 

演習Ⅲ ４年 32 

森際、定形、後、和田、市橋、石井、鈴木、本、橋田、三浦、丸
山、横溝、宇田川、田村、水島、渡部、稲葉、姜、齊藤、大河内、
吉政、古川、松中、宮木、西井、原田、加藤、國分、中東、髙橋、
中野、岡本 

 

 

 

【学生支援】 

学生の自主的学習や、学問と実務との有機連関といった要請に応えるべく以下の配

慮をしている。 
 
資料Ⅰ－１－①－17： 本学部における学生支援事例 

［出典：法学部規程、学部部学生便覧および教授会資料］ 

 

履修上の支援 

・他学部授業や留学によって取得した単位、その他にも入学前(３年次編入
を含む)に他大学で修得した単位を一定の範囲で卒業単位に編入すること
を認める。（法学部規程第 12 条） 
・インターンシップによる単位認定。 
・成績不振学生については、学生生活委員である教員が個別に面談等を行
うことで履修上の問題の早期発見と解決に努めている。 

就職に関わる支援 
就職相談室を置き、個別就職相談や各種セミナー就職説明会、内定者との
懇談会等も実施して学生のキャリア支援・就職支援をきめ細かく行ってい
る。（学生便覧 60 頁） 

その他の支援 

・ゼミに所属していない学生については、学部学務委員が指導教員となっ
て、学修・生活について指導をしている。（教授会資料） 
・ハラスメント受付窓口教員を置き、生活面等で悩みがあった場合は、適
時に適切な相談を受けることができるよう配慮している。 

 
 

資料Ⅰ－１－①－18： 各種セミナー・説明会等 （履修、就職、進学 など） 

［出典：教授会資料］ 
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観点Ⅰ－１－② 多様な教員の確保の状況とその効果 

【教育目的を実現するための教員構成】 

教育目的を達成するため、多様な人材の確保に努めている。年齢構成、女性教員比

率、外国人教員比率は、以下の資料の通りである。 

なお、学部教育に携わる外国人特任教員は、３名（2015 年 5 月）である。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－１： 学部の内部構成（教員グループ別名簿） 各年５月現在 p.５ 

 

資料Ⅰ－１－②－１： 専攻教員の年齢別構成分布（2015 年５月１日現在）  

［出典：文系総務課保存資料(人事システムデータ)から作成］ 

 

年度 年齢 
教授 准教授 講師 助教 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

2010 ～29 歳   

 30～39 歳 ３ １ ９[１] ３[１]  

 40～49 歳 11 ２ １[１]  

 50～59 歳 16 ３ ２ １  

 60～63 歳 ３  

  計 33 ６ 12[２] ３[１] １  

2011 ～29 歳  １ 

 30～39 歳  １ 10 ２[１]  

 40～49 歳 14[１] ２ １[１]  

 50～59 歳 12 ４ ２ １  

 60～63 歳 ７  

  計 33[１] ７ 13[１] ２[１] １ １ 

2012 ～29 歳  １ 

 30～39 歳 ２ １ ９ ３[２] １  

 40～49 歳 14 ２ [１]  

 50～59 歳 11 ５ １ １  

 60～63 歳 ６ １  

  計 32 ８ 11[１] ３[２] ２ １ 

2013 ～29 歳  １ 

 30～39 歳 ３ [１] ７ ３[１] １  

 40～49 歳 14 ２ [１]  

 50～59 歳 12 ５ １ １  

 60～63 歳 ３ １  

  計 32 ７[１] ９[１] ３[１] ２ １ 

2014 ～29 歳   

 30～39 歳 ３ １ ５[１] ４  

 40～49 歳 14 ３ １ １  １

 50～59 歳 12 ５ １[１] １  

 60～63 歳 ４[１] １ １  

  計 33[１] 10 ８[２] ４ ２  １

2015 ～29 歳   

 30～39 歳 １ １ ５ ３  

 40～49 歳 15[１] ４ ２ １  

 50～59 歳 ３ ３ １[１] １  

 60～63 歳 ５[１] ２ １  
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  計 30[２] 10 ９[１] ３ ２  

［ ］協力講座教員数（CALE 所属、外数）  

 

 

資料Ⅰ－１－②－２： 女性教員比率（各年度５月１日現在）  

［出典：文系総務課保存資料（講座別定員現員表）から作成］ 

 

区分／年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

教授 ６ ６ ８ ８ 10 10 

准教授 ４ ３ ５ ４ ４ ２ 

講師 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

助教 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

総計 11 11 15 14 16 14 

教員数総数（助手を除く） 54 55 53 50 53 52 

教 員 総 数 に 占 め る 女 性 教
員の割合（％） 

20.4% 20.0% 28.3% 28.0% 30.2% 26.9% 

 

 

 

資料Ⅰ－１－②－３： 外国人教員比率（各年度５月１日現在） 

［出典：文系総務課保存資料（講座別定員現員表）から作成］ 

 

区分／年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

教授 ０ ０ ０ １ １ １ 

准教授 ３ ３ ３ ２ ２ ２ 

講師 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

助教 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

総計 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

教員数総数（助手を除く） 54 55 53 50 53 52 

教 員 総 数 に 占 め る 外 国 人
教員の割合（％） 

5.6% 5.5% 5.7% 6.0% 5.7% 5.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－①－４：  定員現員表（2015 年４月現在） 
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［出典：教授会資料］ 
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観点Ⅰ－１－③ 入学者選抜方法の工夫とその効果 

【入学者確保】 

教育の基本方針に基づいて、以下のように多様な入学者選抜方法を用いて、意欲の

ある多様な学生の確保に努めている。 

 

資料Ⅰ－１－③－１： 教育の基本方針（学部） 

［出典：大学 HP「名古屋大学 教育の基本方針」］ 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－③－２： 入学者選抜方法と入学状況 

［出典：大学 HP「入試データ」等］ 

 

 

１年次入学 3 年次編入 

定員 
入学者 
合計 

（内訳） 

定員 入学者一般 
入試 

推薦 
入試 

帰国子
女入試

外国人
留学生

G30 
(前年度 
10 月入
学） 

2010 年度 150 名 157 名 108 名 45 名 ４名 ０名 ―― 10 名 12 名

2011 年度 150 名 162 名 109 名 45 名 ５名 ３名 ―― 10 名 10 名

2012 年度 150 名 159 名 105 名 45 名 ３名 ０名 ６名 10 名 ７名

2013 年度 150 名 160 名 107 名 45 名 ―― １名 ７名 10 名 ８名

2014 年度 150 名 165 名 110 名 45 名 ―― ３名 ７名 10 名 ８名

2015 年度 150 名 157 名 105 名 45 名 ―― ２名 ５名 10 名 ５名

 

 

 

【入学者選抜】 

教育の基本方針に基づいて、一般入試では、論理的思考力・問題発見能力・総合的

判断力を評価するため、数学と小論文を課している。推薦入試では、多様な人材を確

保するため、面接試験を行っている。  
 
［前掲］資料Ⅰ－１－③－２： 入学者選抜方法と入学状況 p.21 

 

資料Ⅰ－１－③－３： 各入試における選抜方法、科目および配点 

［出典：名古屋大学学生募集要項等］ 

 

入試の種類 選抜方法 科目・配点 

一般入試 
（前期日程） 

大学入試センター試験、個別学力検査、
調査書により総合的に行う。 

○大学入試センター試験 
国語 200、地理歴史・公民 200 
数学 200、理科 100、外国語 200 

○個別学力検査 
 数学 200 外国語 200  

小論文 200  
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推薦入試 

第１次選考と第２次選考により行う。 
第１次選考は、提出された志願理由書、
推薦書及び調査書並びに大学入試セン
ター試験の成績により第１次選考合格
者（面接選考の受験有資者）を決定する。
第２次選考は第１次選考合格者に対し、
面接を実施し、合格者を決定する。 

○大学入試センター試験 
 国語、地理歴史、公民、数学、 

理科、外国語（配点は非公表） 

私費外国人留学
生入試 

日本留学試験、TOEFL 及び本学部が実施
する小論文と面接の成績並びに出願書
類により総合的に行う。 

○日本留学試験 
 日本語 220 点以上、総合科目 265
 点以上、数学コース１ 265 点以上
○TOEFL 
 PBT 500 点以上、iBT 61 点以上 
○小論文（配点は非公表） 

国際プログラム
群入試（G30） 

第１次選考（書類審査）と第２次選考（面
接）により行う。 

書類審査、面接いずれも配点は非公
表 

第３年次編入学
試験 

第１次選抜（書類選考及び筆記試験）と
第２次選抜（口述試験）により行う。 

外国語（英語）、小論文（配点は非
公表） 

 

 

 

【多様な学生の入学】 

多様な入学者選抜方法を用いて、学生の多様性の確保や社会からの多様なニーズに

対応するよう努めている。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－③－２： 入学者選抜方法と入学状況 p.21 

 

 

 

 

観点Ⅰ－１－④ 教員の教育力向上や職員の専門性向上のための体制の整備とその効 

果 

【FD】 

学部学務委員会が単独で、または、大学院学務委員会もしくは法科大学院学務委員

会と共同で開催し、教員間で情報共有と意見交換をしている。 

 

資料Ⅰ－１－④－１： ファカルティ・ディベロップメントの取組 

［出典：文系総務課保存資料（教授会議題メモ）を基に作成］ 

 

年度 開催日 時間 内  容 

2010  

４月 21 日（水） 13:00-14:00
留学生教育について 
  奥田沙織 講師（留学生担当） 

５月 19 日（水） 13:00-14:00
就職について 
  中野富夫 准教授（就職担当） 

10 月 13 日（水） 13:00-13:15
情報セキュリティ自己点検実施について 
  富崎おり江 特任講師（情報担当） 

１月 19 日（水） 13:00-13:15
シラバスシステム入力 FD 
  富崎おり江 特任講師（情報担当） 

３月９日（水） 13:00-14:00 
大学院改革について 
  菅原郁夫 教授 

（大学院学務委員、第 2 次拡大学務 WG） 

2011 

６月 22 日（水） 14:00-15:00 

日本法教育研究センターからの留学生受入れをめぐる
現状と問題点について 
  金村久美 特任講師 

（日本法教育研究センター） 

９月 14 日（水） 13:00-14:00 

学生のメンタルヘルスについて －精神医学的観点か
らみた問題の現況と対策の模索－特に法科大学院生に
向けて 

津田 均 准教授（名古屋大学学生談総合センター
メンタルヘルス部門） 
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12 月 14 日（水） 13:00-14:00 

キャンパスアジア、博士課程教育リーディングプログラ
ムについて 

市橋克哉 教授（キャンパスアジア） 
松浦好治 教授（博士課程教育リーディング 

プログラム 

１月 18 日（水） 13:00-13:15 
シラバスシステム入力 FD 

富崎おり江 特任講師（情報担当） 

2012 

５月 16 日（水） 13:00-13:40 

外国人留学生に対する研究指導について 
宇田川 幸則教授（国際法政コース専門委員会） 
Carol Lawson 教授（アカデミックライティング 
担当） 

７月 11 日（水） 13:45-14:15 
プロジェクト関係 ［国際関係プロジェクトの広報・情
報共有体制について］ 

大屋雄裕 准教授 

９月 12 日（水） 13:30-14:00 
変化を見逃さない学生対応とサポートの在り方 
  坂野尚美 特任准教授（留学生センターアドバイ 

ジング・カウンセリング部門）   

11 月 14 日（水） 13:00-13:30 
Academic Writing について 

松浦好治 教授(Academic Writing チーム) 

11 月 14 日（水） 13:30-14:00 
広報体制の再編について 

宮木康博 准教授（広報委員長） 

１月 16 日（水） 13:00-13:15 
シラバスシステム入力 FD 
  富崎おり江 特任講師（情報化対策委員会）  

３月６日（水） 13:00-14:00 
学部教育改善・大学院改革について 
  本 秀紀 教授（総合法政専攻長） 

2013 

６月 19 日（水） 13:40-14:10 

アカデミック・ライティングの新しいサービス体制につ
いて 
  松浦好治 特任教授（博士課程教育 

リーディングプログラム） 

７月 10 日（水） 13:00-13:30 
受入学生の教育について 

  キャンパス・アジア 

11 月 13 日（水） 13:20-14:00 
アカデミック・ライティング

松浦好治 特任教授（博士課程教育 
リーディングプログラム） 

１月 15 日（水） 13:00-13:30 
シラバスの入力について 

富崎おり江 特任講師（情報担当） 

２月 12 日（水） 13:10-14:00 
成績不振学生への対応について 

名古屋大学学生相談総合センター  

2014 

５月 14 日（水） 13:50-14:10 
海外拠点の活動状況について   

小畑 郁 教授（CALE センター長） 

11 月 19 日（水） 13:00-13:40 
論文剽窃チェックツールの使い方 
  藤本 亮 教授 

Frank Bennett 准教授 

11 月 19 日（水） 13:40-14:00 
リーディング大学院について 
  松浦好治 特任教授 

１月 14 日（水） 13:25-14:00 
シラバスシステム入力 FD 
  富崎おり江 講師（情報担当） 

2015 

６月 17 日（水） 13:00-13:20 
シラバスシステムの移行について 

富崎おり江 講師（情報担当） 

６月 17 日（水） 13:20-13:35 
日本法教育研究センターにおける教育活動 
  大河内美紀 教授（海外拠点運営委員会） 

７月 29 日（水） 13:30-14:00 
大学改革の中での科研費獲得の意義 
  藤巻 朗 副理事／工学研究科教授 

９月９日（水） 13:00-13:20 
大学紹介ビデオの公開について 
  宮木康博 准教授（学部広報委員会） 

12 月９日（水） 13:00-13:20 
「障害者差別解消法」について 

佐藤剛介 障害学生支援室（学生相談総合センタ 
ー）特任講師 

12 月９日（水） 13:20-14:00 
シラバスシステムの改定について 
  富崎おり江 講師（情報担当） 
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【教員評価】 

  授業アンケートを毎年、学務委員会の下で各学期末に実施し、結果を各教員が活用

している。教員懇談会では、アンケートで評価の高かった教員や特色ある授業を実践

している教員の経験などが報告されている。なお、アンケート結果は学生にも開示し

ている。 

また、 FD を毎年複数回開催し、シラバス作成方法、授業実施方法、成績評価方法

について、意見を交換している。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－④－１： ファカルティ・ディベロップメントの取組 p.22 

 

［後掲］資料Ⅰ－１－⑤－１： 授業アンケートの実施状況 p.24 

 

 

 

【職員体制】 

留学生担当、IT 担当、就職担当等の専門スタッフを置き、学生・教員のニーズ等に

応えている。また、教材準備室を置いて教員の講義準備を支援している。 

 

資料Ⅰ－１－④－２： 専門スタッフ一覧 

［出典：文系総務課保存資料から作成］ 

 

分野 職名 人数

留学生担当 講師 １ 

 事務補佐員 ４ 

IT 担当 講師 １ 

就職担当 准教授 １ 

 事務補佐員（別職務と兼務） ２ 

教材作成支援 事務補佐員 １ 

 

 

 

 

観点Ⅰ－１－⑤ 教育プログラムの質保証・質向上のための工夫とその効果 

【教学マネジメント体制】 

 授業アンケートを実施し、各教員が活用しているほか、教授懇談会での FD 活動にも

利用している。 

また、学務委員会、学生生活委員会等を設置し、教育の状況・成果に関する課題発

見と解決を進める体制を構築している。 

 

資料Ⅰ－１－⑤－１： 授業アンケートの実施状況  

［出典：文系教務課保存資料］ 
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資料Ⅰ－１－⑤－２： 学務関係委員会（教務委員会、学生生活委員会等）の構成と委員数、開催数  

［出典：委員会資料］ 

 

委員会名 構成 
人数 

（教員）

開催数（メール稟議を含む） 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

学部学務委員会 
総合法政専攻長、教員、文
系教務課職員 

５ 不明 不明 ４ ４ ９ ５ 

グローバル 30 授
業計画検討委員会 

執行部教員、学部学務委員、
教員、留学生担当講師、文
系教務課職員 

５ － － １ ８ ８ ７ 

    

学生生活委員会 
教員（本部学生生活委員を
含む）、就職担当教員、LS 学
生生活委員 

５ 不明 不明 不明 ２ ２ ２ 

 

 

 

【外部評価・第三者評価】 

外部評価として、2014 年２月に「名古屋大学法学部教育研究アセスメント委員会」

を実施し、その報告書を公表した。 

  

資料Ⅰ－１－⑤－３： 外部評価、第三者評価の実施状況   

［出典：教育研究アセスメント委員会報告書］ 

 

名称 教育研究アセスメント委員会 

開催日 2014 年２月６日（木） 14:00-17:30 

委員会メンバー 

Kent Anderson ［アデレード大学（オーストラリア）Pro 
Vice Chancellor (International)、教授］ 
柴田昌治［日本ガイシ株式会社 相談役］ 
滝澤三郎［東洋英和女学院大学 国際社会学部 教授］ 
長嶺安政［外務省 外務審議官］ 
古都賢一［厚生労働省 大臣官房審議官］ 
宮川光治［宮川・末次法律事務所 弁護士］ 
吉田守孝［トヨタ自動車株式会社 常務役員］ 

研究科出席者 
執行部、各学務委員長、国際プログラム担当者、就職担当教
員、留学生担当講師、情報担当講師、文系事務部長 

内容 

1.研究科長挨拶 
2.法学研究科関係者、教育研究アセスメント委員の紹介 
3.法学研究科の教育・研究の説明 
4.意見交換 
5.見学 
6.懇談 

備考 

実施に先立ち、以下の自己評価書を発行 
○自己点検・評価報告書「名古屋大学大学院法学研究科・法
学部の現況（2008 年４月～2011 年３月）」 
○自己点検・評価報告書「名古屋大学大学院法学研究科・法
学部の現況（2010 年４月～2013 年３月）」 
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資料Ⅰ－１－⑤－４： 教育研究アセスメント委員会報告書（表紙） 

［出典：教育研究アセスメント委員会報告書］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係者の意見聴取】 

授業アンケートを実施している他、就職担当教員が中心となって、東京と大阪で、

卒業生との懇談会を毎年開催し、意見を聴取している。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－⑤－１： 授業アンケートの実施状況 p.24 

 

 

 

【教育改善の取組】 

授業アンケート、授業改善のための FD および教育研究アセスメント委員会の実施

を通じて、継続的に教育改善に取り組んでいる。  

 

［前掲］資料Ⅰ－１－⑤－１： 授業アンケートの実施状況 p.24 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－④－１： ファカルティ・ディベロップメントの取組 p.22 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－⑤－３： 外部評価、第三者評価の実施状況 p.25 

 

 

 

【教育情報の発信】  

  法学部のイベントやニュース、本学スタッフ新刊書紹介などを伝える「LAWING」を

年１回発行し、ウェブサイトでも公開している。「法と政治を学ぶ」を毎年発行し、法

学部の教育理念・特色、学生生活、ゼミナール、国際交流などを、広く学外にも紹介

している。また、ウェブサイトにおいて、適宜情報を発信している。 
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資料Ⅰ－１－⑤－５： 「LAWING」、「法と政治を学ぶ」 （表紙） 

 ［出典：「LAWING」41・42 合併号、「法と政治を学ぶ」2016 年度版］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－１－⑤－６： 法学部ウェブサイト 

［出典：名古屋大学法学部・法学研究科ウェブサイト http://www.law.nagoya-u.ac.jp/］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(水準) 期待される水準にある。  

 

(判断理由)    

「教育実施体制」については、将来計画検討・人事委員会の方針に基づいて計画的な人

事政策を行って、教育の充実を図っている。また、学生が全て少人数教育を受けられるよ

う、法科大学院の専任教員を除く全ての教員が演習科目を担当している。 

観点Ⅰ－１－②については、優秀な女性教員の確保という点で顕著な成果を上げており、

14 名の女性教員が所属している（2015 年度）。 
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一般入試のほか、推薦入試、３年次編入試験、G30 入試、等の多様な入学選抜を実施し、

それぞれにおいて目的に沿った内容の試験を課している。 

FD や授業評価アンケートを実施し、教員の教育力・専門性の向上に努める一方、外部評

価を実施して、教育プログラムの質保証を図っている。 

したがって、観点Ⅰ－１における分析結果から、法学部が想定する関係者から期待され

る水準にある。 
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観点Ⅰ－２ 教育内容・方法 

 

 (観点に係る状況) 

観点Ⅰ－２－① 体系的な教育課程の編成状況 

【養成する能力等の明示】 

教育の基本方針、教育目標、特徴やカリキュラム等を、ウェブサイト、募集要項、

学生便覧、パンフレット等に明記している。学生便覧には、履修案内、履修の手引き

等を示すことで、具体的・体系的に目標として掲げた能力や知識の獲得がはかられる

ようにしている。 

 

 

資料Ⅰ－２－①－１： 履修案内、履修の手引き  

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 15 頁］ 
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資料Ⅰ－２－①－２： 開講科目一覧   

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 25-32 頁］ 
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【カリキュラムの体系性】 

基礎から応用まで、４年間の系統的なカリキュラムの下で法学・政治学を学ぶこと

ができるよう、１年前期から法学・政治学の専門教育を行っている。 

２年次以降は多種多様な専門科目を適切なバランスで配しており、３・４年次には

より発展的・先端的な科目を置いている。 

学生は配当年次にそって、授業科目を自主的に選択できるようにしている（完全自

由選択制）。 

少人数による対話・討論型授業として、全学教育科目の基礎セミナーを１年次に、

専門科目の演習を２年次以降に履修できる体制を整えて、法学・政治学の学習に必要

な双方向授業の機会を提供している。 

卒業論文は必修ではないが、演習・講義等の学習成果をまとめるものとして重視し

ており、年度当初に登録を行い、論文を提出して合格した者に対しては、12 単位を認

定している。 

 

資料Ⅰ－２－①－３： １年次開講科目一覧  

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 25-26 頁から抜粋］ 

 

科目名 開講時期 単位数 

現代日本の政治と行政 １年 後期 ２ 

現代日本の司法 １年 前期 ２ 

近代日本の政治と外交 １年 前期 ２ 

現代日本の外交・国際関係 １年 前期 ２ 

法と政治の思想 １年 前期 ２ 

憲法Ⅰ（総論・統治機構） １年 後期 ４ 

民法Ⅰ（総論） １年 後期 ４ 

特殊講義（外書講読Ⅰ） １年 前期 ２ 

特殊講義（外書講読Ⅱ） １年 後期 ２ 

 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－①－２： 開講科目一覧 p.30 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－15： 開講ゼミと履修人数 p.16 

 

資料Ⅰ－２－①－４： 卒業論文提出数（2010-2015 年度）  

［出典：教授会資料］ 

 

年度 提出数 
卒業論文賞 

優秀賞 優秀賞 

2010 11 ０ ３ 

2011 ９ １ １ 

2012 17 １ ２ 

2013 12 １ ２ 

2014 10 １ ２ 

2015 16 １ ３ 
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【教養教育と専門教育の関わり】  

法学・政治学の学習においては、広い知識、論理的思考力および国際性が必要であ

り、全学教育科目は、専門教育系科目の学習の基礎となっている。とりわけ、文系基

礎科目及び基礎セミナーは、主に２年次から始まる専門科目の学習を助けるものであ

る。 

 

資料Ⅰ－２－①－５： ４年間の学習の仕組みと流れおよび法学部４年一貫教育システム見取り図  

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 10-11 頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実務と連結した教育】 

実務家と連携した講義としては、以下のものがある。 

また、インターンシップを正規科目として設置し、単位を認定している。 

 

資料Ⅰ－２－①－５： 実務と連携した科目一覧 

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 26-28 頁］ 

 

科目名 開講時期 単位数 担当者（所属） 

法曹実務 ３・４年 後期 ２ 高橋直紹（高橋直紹法律事務所） 

民事法実務基礎 ４年 後期 ２ 上松健太郎（ブナの森法律事務所） 

損害保険の法と実務 ３・４年 集中 ２ 日本損害保険協会職員（同会） 

インターンシップ ２・３年 集中 ２ 指導教員等（法学部） 

 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－10： 法学部インターンシップの実施状況報告（2010-2015 年度） p.13 
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【学際的教育】 

   実務家と連携した講義や、以下にある学際的な講義を提供している。また、他学部

の科目履修を 20 単位まで卒業単位として認めている。 

    

［前掲］資料Ⅰ－２－①－６： 実務と連携した科目一覧 p.33 

 

資料Ⅰ－２－①－７： 学際的な講義一覧  

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 25-26 頁］ 

 

科目名 開講時期 単位数 

法と政治の思想 １年 前期 ２ 

法情報学Ⅰ ２年 前期 ２ 

法情報学Ⅱ ２年 前期 ２ 

法情報学Ⅲ ２～４年 前期 ２ 

法情報学Ⅳ ２～４年 後期 ２ 

計量政治学 ２～４年 前期 ２ 

立法政策論 ３・４年 後期 ２ 

 

 

 

 

観点Ⅰ－２－② 社会のニーズに対応した教育課程の編成・実施上の工夫 

【社会人向けプログラム】 

   社会人向けのプログラムはないが、社会のニーズに対応した教育科目として以下の

ものがある。 

 

資料Ⅰ－２－①－１： 社会ニーズに対応した教育科目一覧 

［出典：法学部学生便覧 26 頁］ 

 

科目名 開講時期 単位数 

法情報学Ⅰ ２年 前期 ２ 

法情報学Ⅱ ２年 前期 ２ 

法情報学Ⅲ ２～４年 前期 ２ 

法情報学Ⅳ ２～４年 後期 ２ 

特殊講義（法曹実務） ３・４年 後期 ２ 

特殊講義（民事法実務基礎） ４年 後期 ２ 

特殊講義（損害保険の法と実務） ３・４年 集中 ２ 

 

 

［後掲］資料Ⅰ－２－③－４： 外国語（英語）による授業一覧（学部） p.36 
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観点Ⅰ－２－③ 国際通用性のある教育課程の編成・実施上の工夫 

【グローバル人材養成】 

 2011 年度から文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」の一環として、中国・韓

国の大学とともに質の保証を伴う教育や学生・教員の交流を通した人材育成を行って

いる（キャンパス・アジアプログラム）。2012 年度から文部科学省の同事業の一環と

して、日本とアセアン地域の架け橋となる人材育成を目的として、アセアン諸国の大

学との間で同様の事業を行っている（キャンパス・アセアンプログラム）。いずれの事

業においても、短期・長期研修として、毎年一定数の日本人学生を協定大学に派遣す

るとともに、それらの大学から学生を受け入れている。 

   学部生が留学生と国際友人関係を築きながら学ぶ授業科目として、「比較法政演習

（PSI）」がある。また、2011 年度から英語で学部教育を行う G30 による「国際社会科

学プログラム」が開設されており、英語による体系的な教育が行われている。一般の

学部生も、同プログラム授業科目の履修が認められており、一定の範囲で卒業単位と

して認定される。 

 

資料Ⅰ－２－③－１： 「キャンパス・アジア」概要図 

［出典：法学部ウェブサイト http://www.law.nagoya-u.ac.jp/international/ca.html］ 
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資料Ⅰ－２－③－２： 「キャンパス・アセアン」概要図 

［出典：キャンパス・アセアンウェブサイト 

http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/campusasean/sample-pa

ge/program］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－２－③－３： 「キャンパス・アジア」、「キャンパス・アセアン」派遣・受入数 

［出典：プロジェクト事務室作成資料］ 

 

年度 

キャンパス・アジア 
（2011-2015 年度） 

キャンパス・アセアン 
（2012-2016 年度） 

短期 
（ 附 属 プ ロ グ ラ ム 等 含 む ）  

長期 短期 長期 

派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 

2010 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

2011 11 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

2012 25 20 ９ 10 11 ―― ―― ―― 

2013 14 20 11 ９ ９ ８ ４ ４ 

2014 15 20 ９ ９ 12 ８ ３ ４ 

2015 10 17 10 10 ６ ８ ４ ７ 

 

 

資料Ⅰ－２－③－４： 外国語（英語）による授業一覧（学部）  

［出典：履修登録データより］ 

 

科目名 開講学科・専攻 

前
後
期
別

単
位
数

受講者数 

備考 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ポリティックス 
アンド ロー イ
ン ジャパン 

法律・政治学科 後 ２ 19 19 ― ― ― ― 

2012 年度より
「日本の法シ
ステム（E)」に
て読み替え 
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比較法制論Ⅰ 法律・政治学科 前 ２ ― ― ― ― ― ― 
2008 年度以降
開講せず 

比較法制論Ⅱ 法律・政治学科 後 ２ ― ― ― ― ― ― 
2008 年度以降
開講せず 

外書講読 法律・政治学科 
通
年

４ 23 ― ― ― ― ― 
平成 27 年度は
英語で開講せ
ず 

演習（加藤教授） 法律・政治学科 
通
年

４ ― ― ― ― ― ― 
担当者退職の
ため開講せず 

特殊講義（研究
方法論入門） 

法律・政治学科 後 ２ ５ ２ ２ ２ ７ ３  

特殊講義（比較
法政演習Ⅰ） 

法律・政治学科 議 ２ 25 34 32 25 15 14 
2007 年度より
開講 

特殊講義（比較
法政演習Ⅱ） 

法律・政治学科 前 ２ 27 20 34 21 25 11 
2007 年度より
開講 

特殊講義（比較
法政演習Ⅲ） 

法律・政治学科 
集
中

１ ６ ３ ３ ０ ２ ２ 
2007 年度より
開講 

社会科学のため
の日本語Ⅰ（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ５ ６ ２ ６ 
2012 年度より
開講 

社会科学のため
の日本語Ⅱ（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ２ ４ ６ 
2013 年度より
開講 

社会科学のため
の日本語Ⅲ（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ２ ６ ５ 
2013 年度より
開講 

政治システム論
（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ８ ７ ７ ５ ７ 
2011 年度より
開講 

現代日本の政治
（E） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ７ 10 ４ ３ 
2012 年度より
開講 

現代日本の外交
（E） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ９ ７ ６ ５ 
2012 年度より
開講 

政治学（E) 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ５ ― ６ ８ ７ ５ 
2012 年度より
開講 

政治文書を読む
（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ６ ７ ４ ５ 
2012 年度より
開講 

国際政治学（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ５ ― 
隔年開講。2015
年度開講せず。

行政学（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ４ ― ５ 
隔年開講。2015
年度開講。 

ヨーロッパ比較
政治（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ― ７ 
2015 年度より
開講 

アジア政治（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ７ ７ ５ 
2013 年度より
開講 

政治思想（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ４ ６ ― 
隔年開講。2015
年度開講せず。

環境政治（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ５ ― ５ 
隔年開講。2015
年度開講。 

日本の法システ
ム（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ６ ７ ６ ５ 
2012 年度より
開講 

法学基礎（E） 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ６ ７ ６ ５ 
2012 年度より
開講 

国際交渉論（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ６ ２ ０ 
2013 年度より
開講 

法律文書を読む
（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ９ ７ ２ ５ 
2012 年度より
開講 

比較憲法（E) 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ６ ３ 
2014 年度より
開講 

比較法Ｉ（英米
法）（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ６ ― ６ 
隔年開講。2015
年度開講。 

比較法Ⅱ（大陸
法）（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ８ ― 
隔年開講。2015
年度開講せず。

比較法Ⅲ（体制
移行国法）（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ６ ３ 
2014 年度より
開講 

現代日本法Ⅰ
（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ６ 11 ３ ６ 
2012 年度より
開講 
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現代日本法Ⅱ
（E) 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ６ ― １ 
隔年開講。2015
年度開講。 

特殊講義（国際
取引法） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ６ ７ ― 

2013 年度より
開講 
2015 年度開講
せず。 

特殊講義（法曹
養成論） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ６ ７ ４ 
2013 年度より
開講 

特殊講義（公共
圏管理論） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― 10 ４ ４ 
2013 年度より
開講 

特殊講義（法の
政治理論Ａ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ７ ０ ４ 
2013 年度より
開講 

特殊講義（法の
政治理論Ｂ） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ６ ４ ３ 
2013 年度より
開講 

特殊講義（国際
商事仲裁の事例
研究）（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ２ ０ 
2014 年度より
開講 

特殊講義（日本
の法と社会：基
礎文献講読）
（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― １ １ 
2014 年度より
開講 

特殊講義（社会
科学における計
量分析）（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ４ ４ 
2014 年度より
開講 

特殊講義（社会
科学における計
量分析）Ⅱ（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ― ０ 
2015 年度より
開講 

特殊講義（国際
法と批判法学）
（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ― ４ 
2015 年度より
開講 

特殊講義（熟議
民主主義の理論
と実践） 

国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ― 11 
2015 年度より
開講 

特殊講義（ヨー
ロッパ商法）
（Ｅ） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― 10 ７ 
2014 年度より
開講 

特殊講義（国際
人権法とレジー
ム） 

国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ６ ― ― 
2013 年度より
開講 

基礎演習Ａ（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ６ ７ ７ ５ ７ 
2011 年度より
開講 

基礎演習Ｂ（Ｅ） 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ６ ７ ６ ５ 
2013 年度より
開講 

演習ⅠA 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ６ ７ ６ ５ 
2012 年度より
開講 

演習ⅠＢ 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ６ ７ ６ 
2013 年度より
開講 

演習ⅡA 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ６ ６ ０ 
2013 年度より
開講 

演習ⅡB 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ６ ４ 
2014 年度より
開講 

演習ⅢA 
国際社会科学プ
ログラム 

後 ２ ― ― ― ― ３ ６ 
2014 年度より
開講 

演習ⅢB 
国際社会科学プ
ログラム 

前 ２ ― ― ― ― ― ３ 
2015 年度より
開講 

卒業論文 
国際社会科学プ
ログラム 

前 12 ― ― ― ― ― ３ 
2015 年度より
開講 

特殊講義（東ア
ジアの国際政
治）（Ｅ） 

法律・政治学科、
国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ７ ― ― ― 
2012 年度より
開講 

特殊講義（日本
の法と社会への
入門）（Ｅ） 

法律・政治学科、
国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ７ ６ ― ― 
2012 年度より
開講 

特殊講義（国際
関係理論と東ア
ジア共同体の構
築)（Ｅ） 

法律・政治学科、
国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ― 11 ― ― 
2013 年度より
開講 
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特殊講義（ASEAN
諸国の法と政
治）（Ｅ） 

法律・政治学科、
国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ― 11 ７ 19 
2013 年度より
開講 

特殊講義(国際
交渉)(E) 

国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ― ― ― ０ 
2015 年度より
開講 

特殊講義(中国
の台頭と東アジ
ア)(Ｅ) 

国際社会科学プ
ログラム 

集
中

２ ― ― ― ― ― ０ 
2015 年度より
開講 

特殊講義（リサ
ーチビジット）
（Ｅ） 

法律・政治学科、
国際社会科学プ
ログラム 

集
中

１ ― ― ５ ― ― ― 
2015 年度開講
せず 

 

 

資料Ⅰ－２－③－５： PSI（Peer Support Initiative）［特殊講義（比較法政演習）］Ⅰ～Ⅲ  

［出典：名古屋大学法学部 WEB シラバス、PSI 事務局作成資料］ 

 

概要 （シラバス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履修者数一覧  

  
  

2008 2009 2010 2011 2012 

日本人 留学生 日本人 留学生 日本人 留学生 日本人 留学生 日本人 留学生

PSI-Ⅰ 41 25 30 24 25 35 34 29 24 29 

PSI-Ⅱ 37 21 27 24 20 34 33 25 22 26 

PSI-Ⅲ ９ - ６ - ３ - ３ - - - 

 

  
  

2013 2014 2015 

日本人 留学生 日本人 留学生 日本人 留学生

PSI-Ⅰ 25 27 15 30 13 28 

PSI-Ⅱ 22 26 23 23 11 19 

PSI-Ⅲ ０ - ２ - ２ - 

 
 

 国別参加人数一覧 

国名 国別参加人数 PSI-Ⅲでの派遣先大学
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

日本 25 19 41 30 25 34 24 50 28 20   

ミャンマー ２ ２ ２ ０ ２ １ ３ ５ ２ ４  

台湾 ０ ３ ０ ６ ６ １ １ ４ ２ ０ 国立政治大学 

中国 ０ ０ ６ １ ３ ７ ８ ５ 10 ６ 
中国政法大学、上海交
通大学、上海大学 

ウズベキスタ
ン 

３ ６ ９ ７ ７ ４ ３ ９ ８ ６ 
世界経済外交大学、タ
シケント国立法科大学
（タシケント） 

モンゴル ２ ２ １ ０ ０ １ ２ ２ ０ ０ 
モンゴル国立大学（ウ
ランバートル） 

ラオス ３ ４ １ ５ ４ ３ １ ２ ２ ０ 
ラオス国立大学（ビエ
ンチャン） 

カンボジア ３ １ ２ ３ ６ ３ ４ 12 ７ ５ 
王立法律経済大学（プ
ノンペン） 

ベトナム ４ ２ ４ ４ ４ ５ ４ ７ 13 16 
ハノイ法科大学（ハノ
イ）、ホーチミン法科
大学（ホーチミン） 

ハンガリー ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
セゲド大学ショプロ
ン、西ハンガリー大学

韓国 ０ ０ ０ ０ １ ０ ３ ９ ２ ４   

タイ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ２ ０ ２ 
チュラロンコン大学、
バンコク大学 

インドネシア ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２ ０ １   

フランス ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０   

スウェーデン ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０   

エチオピア ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２  

合計 42 39 66 58 61 63 53 100 77 66   

 
 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－５： 国際社会科学プログラム開講科目一覧 p.８ 

 

資料Ⅰ－２－③－６： 国際社会科学プログラム履修と単位認定  

                           ［出典：法学部学生便覧 2015 年度 19 頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－13： 国際大学交流セミナー（ソウル市立大学主催）案内（2013 年度版） 

p.15 



名古屋大学法学部 分析項目Ⅰ 

－5-40－ 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－14： インターナショナルサマーセミナー（ISS）概要 p.15 

 

 

 

【キャンパスの国際化】 

留学生担当講師室を設置して、学習支援はもちろん、生活上の相談についても対応

している（講師１名、事務補佐員４名）。 

留学生の学習支援のために、英語版のホームページとハンドブックを作成している。 

  また、留学生支援のための学生サークル SOLV は、さまざまなイベントを通じて留学

生との交流をはかっている。また、留学生に対するチューター制度があり、学生が留

学生の勉学や日常生活の手助けをしている。 

 

資料Ⅰ－２－③－７： SOLV に関する資料［HP（活動概要）］ 

 ［出典： 留学生支援・交流サークル SOLV ウェブサイト

http://nu-solv.wix.com/solv］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅰ－２－③－８： 留学生向けホームページ、ハンドブック 

［出典：法学部ウェブサイト（英語版） 

http://www.law.nagoya-u.ac.jp/en/curriculum/gslhandbook/ ］ 
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資料Ⅰ－２－③－９： チューター制度に関する資料 

［出典：留学生経費配分対象者数調］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際的な研究体験】 

国際大学交流セミナー、インターナショナルサマーセミナー、比較法政演習（PSI）

など、国際的な研究体験の機会を提供している。 

また、法学部の学術提携校の学生との交流を推進すべく海外実地研修を行っている。 

 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－13： 国際大学交流セミナー（ソウル市立大学主催）案内（2013 年度版） 

p.15 
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［前掲］資料Ⅰ－１－①－14： インターナショナルサマーセミナー（ISS）概要 p.15 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－５： PSI（Peer Support Initiative）［特殊講義（比較法政演習）］Ⅰ～Ⅲ 

p.39 

 

資料Ⅰ－２－⑤－10： 海外実地研修 実施一覧 

［出典：自己点検・評価報告書「法学研究科・法学部の現況」］ 

 

実施期間 訪問国 主な訪問先等 
学生 

参加数 
引率 

＜参考＞ 
第 1 期期間中に
実施した研修 

台湾 
台湾大学法律学院、政治大学法学院、
司法院、台湾高等裁判所、台北市役所

８名 ――― 

カンボジア、ラオス 

［カンボジア］王立法経大学、名大留
学生同窓会（カンボジア）との交流、
Siem Reap；Angkor Wat・市内観光（ア
ンコールワット見学含む）、裁判所・
司法省、ジェノサイド記念館 
［ラオス］ラオス国立大学法学部、名
大留学生同窓会（ラオス）との交流、
ラオス裁判所 

６名 ――― 

ベトナム 
（ホーチミン） 

ホーチミン市法律大学、司法機関、ホ
ーチミン市役所、現地日本企業、ホー
チミン市内、メコンデルタ 等 

10 名  ――― 

ラオス 
（ヴィエンチャン） 

ラオス国立大学法学部、司法機関、バ
ンコク市内 

11 名  ――― 

フランス 
（パリ） 

パリ第２―パンテオン・アサス大学、
高等師範学校、パリ控訴院、重罪・軽
罪裁判所、パリ警視庁、 日本大使館、
コンセイユデタ 

10 名  ――― 

ポーランド 
アダム・ミツキェビッチ大学、アウシ
ュビッツ収容所、クラコフ市内、ボズ
ナニ市内、ワルシャワ市内 

20 名  ――― 

ウズベキスタン 
タシケント国立法科大学、世界経済外
交大学、サマルカンド、JETRO、JICA、
裁判所、国会 

８名 ――― 

   

2010 年９月 12 日
（日）－19 日（日） 

モンゴル 
（ ウ ラ ン バ ー ト
ル） 

モンゴル国立大学法学部訪問と学
生交流、国会、憲法裁判所、法務・
内務省訪問 

３名 
教 員 、 職 員 各
１名 

2011 年３月 12 日
（土）－21 日（月） 

イギリス 
（ロンドン・エセ
ックス） 

ロ ン ド ン 大 学 東 洋 ア フ リ カ 学 院
（SOAS）訪問と学生交流、エセッ
クス大学人権研究所訪問 

11 名 
教 員 ２ 名 、 職
員３名 

2014 年３月 13 日
（木）－23 日（日） 

オーストリア 
（ウィーン、リン
ツ） 

リンツ大学訪問と講義、学生・教
員との交流、ウィーン大学訪問、
ウィーン裁判所、シェーンブルン
宮殿など見学 

11 名 
教 員 ３ 名 、 職
員１名 

 

 

 

 

観点Ⅰ－２－④ 養成しようとする人材像に応じた効果的な教育方法の工夫 

【教育方法の組み合わせ】 

  講義、購読、演習、論文等の執筆などの様々な学修形態が担当教員によって指示さ

れ、多様な学びが実現されている。多人数講義と少人数講義が適切に配置されている。

多人数講義では、小テストや小論文・レポートを実施し、学生の理解度を適切に把握

する工夫をしているものがあり、とりわけ演習等の少人数講義では、学生が意見を述

べたり学生間で議論を行ったりする双方的・多方向的な授業がされている。演習では、

他大学との合同ゼミナールや実務家との意見交換など、学生の主体性を高めるための

様々な取組みが行われている。 
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［前掲］資料Ⅰ－１－①－15： 開講ゼミと履修人数 p. 16 
 

 

 

 

【実習や現場教育】 

  充実したインターンシップの機会を提供しており、多くの学生が参加している。学

生・教員の参加するインターンシップ全体報告会において、その学習成果が毎年報告

されている。 

また、演習科目によっては、フィールドワーク、施設見学、実務家との懇談等の機

会を設けている。 

  

［前掲］資料Ⅰ－１－①－10： 法学部インターンシップの実施状況報告（2010-2015 年度） p. 13 
 

 

 

【論文等指導の工夫】 

卒業論文は必修ではないが、希望する学生は、一年を通じてゼミの指導教員等と適

宜相談しながら執筆をすすめる。また、優秀な卒業論文に対しては、卒業論文賞を授

与している。  
 

資料Ⅰ－２－④－１： 卒業論文賞 概要、受賞一覧 

［出典：教授会資料］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 賞 氏名 論文題目 

2010 優秀賞 吉澤真登 国策としての食料自給率向上の是非 

  優秀賞 横山有香 
フランチャイズ契約締結過程における情報提供義務 －事
案の検討を通した具体的義務内容と過失相殺の検討－ 

  優秀賞 河野海斗 
非定住外国人に関する医療保障 －緊急時医療の提供に向
けて－ 
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2011 優秀賞 那須庸介 
日本の冷戦後対中安全保障の変化 －政府の言説の視座か
ら－ 

  優秀賞 野瀨井 寛 民主主義の闘技的構想の可能性 

2012 優秀賞 小山夏生 
日本の大規模災害に関する危機管理体制の再構築 東日本
大震災の検討と米国連邦緊急事態管理庁の体制との比較 

  優秀賞 見崎史拓 民主主義の多義性に関する一考察 

  優秀賞 大村洋平 
フリンジ・ベネフィット課税における現状と問題点 －格
差社会とフリンジ・ベネフィット－ 

2013 優秀賞 浅野早穂 
憲法裁判運動の今日的意義 －憲法的価値を実現するため
の市民参加手段として－ 

  優秀賞 加藤慎也 
非正規労働者に対する就労支援について －求職者支援制
度の非正規労働者への拡大－ 

  優秀賞 野口侑太郎 
政治・行政改革に関する一考察： 国会研究における公共
性の再生 

2014 優秀賞 安藤祐未 
キャラクターの法的保護 －著作権法による保護について
の諸問題－ 

  優秀賞 生田千香子 合意形成過程における情念包摂とその条件 

  優秀賞 浮田貴祐 ポストモダンにおけるリベラル・デモクラシー 

2015 優秀賞 KWONG Qi Jun 
The Right to be Forgotten:Search Engine Regulation in 
the United States and the European Union 

 優秀賞 近藤あかね 理念としてのデモクラシーと不参加／退出の可能性 

 優秀賞 梁川将成 
主債務者が反社会的勢力であることを知らずしてした信用
保証協会の保証の効力についての裁判例の検討 

 優秀賞 OZBEN Volga Can 
The Application of the State of Exception Theory:Case 
Study of Gezi Park Protests 

 

 

 

【学習支援方法】 

一般の授業科目については、大学院生による TA を活用して、教育効果を上げてい

る。成績不振学生については、教員が個別に面談等を行い履修上の問題発見と解決に

努めている。 

 

資料Ⅰ－２－④－２： TA 採用状況、留学生支援のためのチューター採用数  

［出典：教授会資料］ 

 

年度 採用数 

2010 68 名 

2011 61 名 

2012 74 名 

2013 71 名 

2014 67 名 

2015 65 名 

  

 

【留学生に対する支援方法】  
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留学生担当講師を置き、外国語による学習面・生活面のきめ細やかなカウンセリン

グや支援を行っているほか、チューター等による学習・日常生活の支援や補習、国際・

国内インターンシップなどがある。また、留学生を支援する学生サークル SOLV がある。 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－７： SOLV に関する資料［HP（活動概要）］ p.41 

 

 

 

 

観点Ⅰ－２－⑤ 学生の主体的な学習を促すための取組 

【アクティブラーニング】 

演習科目やインターンシップにおいて、学生が主体的に学習に取り組むことができ

るよう配慮している。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－15： 開講ゼミと履修人数 p. 16 
 

 

 

【単位の実質化】 

   多人数の講義においても、レポートや小テストを課すなどして、単位の実質化に努

めている。  
    

資料Ⅰ－２－⑤－１： シラバス（行政法Ⅰ）  

［出典：名古屋大学法学部 WEB シラバス］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教室外学修プログラム等の提供】  

充実したインターンシッププログラムを提供している。また、国際的な学習の機会

として、キャンパス・アジアプログラム、キャンパス・アセアンプログラムおよび海

外実地研修を実施している。演習科目によっては、フィールドワーク、施設見学、実

務家との懇談等の機会を設けている。 

  

［前掲］資料Ⅰ－１－①－10： 法学部インターンシップの実施状況報告（2010-2015 年度） p. 13 
 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－１： 「キャンパス・アジア」概要図 p.35 
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［前掲］資料Ⅰ－２－③－２： 「キャンパス・アセアン」概要図 p.36 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－10： 海外実地研修 実施一覧 p.43 

 

 

 

【学習意欲向上方策】 

シラバスには、授業計画や教科書・参考書等が明記され、学生の主体的な学習を促

している。また、オフィスアワーを制度化し、学生便覧に記載している。  
法学部賛助会の支援により、講義や演習に外部講師を招へいして、学生の学習意欲

向上の機会としている。また、「名古屋大学法学部卒業論文賞」制度を設け、 優秀卒

業論文と優秀卒業論文賞を表彰するとともに、法学部賛助会及び法学部同窓会の協力

を得て、受賞者に賞金を贈呈している。  
学生が開催する法学部フェスティバルでの「プレゼンテーション・コンテスト」は、

学生の自主的学習の公開として定着している。  
 

［前掲］資料Ⅰ－２－④－１： 卒業論文賞 概要、受賞一覧 p.44 

   

 

 

【学習環境の整備】  

授業時間外の教室貸し出し、原則 20 時までの図書室開室など、自主的な学習を支

援している。 

   ゼミなどで使用する資料作成支援として学生用印刷室を設置し、印刷機器や用紙等

を無料で提供している。  
 

資料Ⅰ－２－⑤－２： 法学図書室利用案内  

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 72-73 頁］ 
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(水準)  期待される水準にある。 

 

(判断理由)    

「教育内容・方法」については、教育目標の達成に向けて、法学・政治学の体系的な理

解が可能となるような教育編成がなされている。幅広い分野の学修によって、また、習得

した知識と実際の社会との関係を学ぶことによって、法学・政治学の理解を深める体制を

整えている。 

キャンパス・アジア等による海外研修の機会や、G30 科目の履修による英語教育の機会

など、法学部としては顕著に国際通用性のある教育課程が編成されている。また、充実し

たインターンシップの機会の提供や卒業論文賞の制度を通じて人材育成を行っている。 

少人数教育、海外研修、充実したインターンシップなど、学生が主体的に学習に取り組

む機会を提供している。 

したがって、観点Ⅰ－２における分析結果から、法学部が想定する関係者から期待され

る水準にある。
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分析項目Ⅱ 教育成果の状況 

観点Ⅱ－１ 学業の成果  

 

(観点に係る状況) 

観点Ⅱ－１－① 履修・修了状況から判断される学習成果の状況 

【成果評価方法】 

  成績評価については、シラバス等で示される成績評価方法に従って、厳格に行われ

ている。卒業認定については、教授会での承認という手続が置かれており、厳格な認

定が行われている。 

 

資料Ⅱ－１－①－１： シラバス （講義科目 記載例） 

［出典：名古屋大学法学部 WEB シラバス］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学習プロセスにおける評価】  

演習において、各指導教員は、学生の報告・議論内容等を通じて、学生が身に付け

た学力や資質・能力を直接に理解・検証している。 

講義科目においても、期末試験の答案に対する講評を行ったり、レポート等を提出

させてそれを添削等したりすることで、学生にフィードバックしている科目もある。 
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資料Ⅱ－１－①－２： シラバス （演習 記載例） 

［出典： 名古屋大学法学部 WEB シラバス］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前掲］資料Ⅱ－１－①－１： シラバス （講義科目 記載例） p.49 

 

 

 

【卒業論文等】 

卒業論文の評価は、下記の通り厳格に行われている。 
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資料Ⅱ－１－①－３： 名古屋大学法学学部規程  
［出典：名古屋大学規則集］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【単位取得・成績・学位授与状況】  

学部の成績評価および卒業要件は、以下の通りである。成績評価については、GPA

制度を導入している。 

成績評価は、シラバス等で示される成績評価方法に従って、厳格に行われている。

卒業認定については、教授会での承認という手続が置かれており、厳格な認定が行わ

れている。なお、標準修業年限での卒業率は、以下の通りである。 

 

資料Ⅱ－１－①－４： 名古屋大学法学部規程 

［出典：名古屋大学規則集］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋大学法学部 分析項目Ⅱ 

－5-51－ 

資料Ⅱ－１－①－５： GPA 制度について 

［出典：法学部学生便覧 2015 年度 63 頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅱ－１－①－６： 標準修業年限での卒業率 

［出典：文系教務課保管資料より作成］ 

 

年度 
標準修業年限での 

卒業者数 
入学時（4 年前）の

学生数 
標準修業年限での 

卒業率 

2010 144 159 90.6 

2011 148 161 91.9 

2012 145 154 94.2 

2013 146 157 93.0 
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2014 130 162 80.2 

2015 
145 

(うち 5 名は G30) 
159 91.2 

 

 

 

【特色ある取り組みによる学習効果】  

   就職担当教員を配置し、事前学習や全体報告会などを行うことで、インターンシッ    

プの学習効果を高めている。参加学生及び派遣先機関数は、下記の通りである。 

キャンパス・アジアやキャンパス・アセアン等のプロジェクトを通じて、アジア・

ASEAN 諸国の法や社会を理解し、国際的に活躍できる人材を育成している。 

比較法政演習（PSI）は、日本人学生と留学生が協力して授業内容を考えるため、

国際性と自主的な思考力が鍛えられる。 

 

［前掲］資料Ⅰ－１－①－10： 法学部インターンシップの実施状況報告（2010-2015 年度） p.13 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－１： 「キャンパス・アジア」概要図 p.35 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－２： 「キャンパス・アセアン」概要図 p.36 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－３： 「キャンパス・アジア」、「キャンパス・アセアン」派遣・受入数 p. 

36 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－③－５： PSI（Peer Support Initiative）［特殊講義（比較法政演習）］Ⅰ～Ⅲ 

p 39 

 

 

 

【得られた学習成果の事例】  

インターンシップ： 前述の取り組みを通じて、法学・政治学の知識・思考方法等

が社会でどのように活かされるかを実務経験を踏まえて理解することにより、講義や

演習で学修の動機付けとなっている。 

優秀卒業論文に対する表彰制度の創設： 本制度導入前のＳ及びＡに相当する評価

の割合は 40％（2009 年）であったが、導入後の数字は次の表の通りである。 

 

［前掲］資料Ⅰ－２－④－１： 卒業論文賞 概要、受賞一覧 p.44 

 

資料Ⅱ－１－①－７： 卒業論文 S・優及び A に相当する評価の割合 

［出典：教授会資料］ 

 

年度 提出数 
S・優 A 

件数 ％ 件数 ％ 

2010 11 （優）８ 73   

2011 ９ （優）５ 56   

2012 17 （優）11 65   

2013 12 （優）７ 58   

2014 10 
（優）１ 
（S）１ 

20 ７ 70 

2015 16 ２ 13 ７ 44 
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観点Ⅱ－１－② 資格取得状況、学外の語学等の試験の結果、学生が受けた様々な賞の 

状況から判断される学習成果の状況  

【資格取得】  

   卒業後、国家公務員・地方公務員になった者および法科大学院進学者数は、次の表

の通りである。法学部が目標に掲げた専門的知識の習得や能力が培われた成果を現わ

しているといえる。 

 
資料Ⅱ－１－②－１： 専門職の資格試験受験状況（試験の種類、年別人数等） 

［出典：進路状況調等］ 

 

年度 国家公務員 地方公務員 法科大学院進学

2010 
 

 16 

2011 16 22 20 

2012 15 27 22 

2013 ６ 28 17 

2014 19 20 11 

2015 15 21 15 

 

 

 

 

 

観点Ⅱ－１－③ 学業の成果の達成度や満足度に関する学生アンケート等の調査結果 

とその分析結果 

【学生アンケートの内容】 

授業アンケートでは、2013 年度後期では、５段階の評価で、授業の理解度につき

2013 年度は 3.7、授業の満足度と内容的触発性につき 4.0、2014 年度では、前者が 3.7、

後者が 4.1 とおおむね高い評価を得ている。 

教育成果調査（学部卒業直後調査）によると、本学の３つの教育目標について身に

付いたとの回答は、2009 年度末調査では平均約 80％、2012 年度末調査でも平均約 80%

である。第 1 期中に改善した評価を第２期においても維持しており、引き続き本学の

教育目標を達成しているといえる。  
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資料Ⅱ－１－③－１： 学部授業アンケート（2015 年度） 

［出典：学部授業アンケート］ 
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資料Ⅱ－１－③－２： 卒業・修了時の教育成果調査の結果  

［出典：教育成果調査］ 

 

教育成果調査卒業直後学生対象（ 2010 年 3 月実施） 
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教育成果調査卒業直後学生対象（2013 年 3 月実施） 
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 (水準) 期待される水準にある。 

 

(判断理由)    

「学業の成果」については、標準修業年限での卒業率は第２期を通じて妥当な数字を示

している。充実したインターンシップ、キャンパス・アジア等による海外研修プログラム

等の特色ある取り組みによって、学習効果を上げている。 

国家公務員・地方公務員・法科大学院進学者数から判断して、法学部の専門教育におけ

る学習成果は、期待される水準にある。 

学生アンケートおよび教育成果調査の両方において、おおむね高い評価を得ている。 

 したがって、観点Ⅱ－１における分析結果から、法学部が想定する関係者から期待され

る水準にある。 
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観点Ⅱ－２ 進路・就職の状況  

 

(観点に係る状況) 

観点Ⅱ－２－① 進路・就職状況、その他の状況から判断される在学中の学業の成果の 

状況 

【キャリア支援の取組】  

学生の就職活動支援のため、就職相談室を設置し、専任の准教授を置き、各種の支

援活動（個別就職相談、「進路発見セミナー」等の企業・卒業生を招いた各種セミナー・

説明会の開催、内定者と就職活動中の学生との懇談会の開催、OB・OG 訪問の紹介、就

職活動に関する図書等の貸し出し等）を行っている。その一環として、従来就職する

者がほとんどいなかった国家公務員総合職（旧国家公務員Ⅰ種）への就職支援を進め

ており、下記の通り、支援活動の成果が現れてきている。 

 

資料Ⅱ－２－①－１： 就職関係行事（セミナー、説明会 等）開催一覧（2015 年度） 

［出典：就職相談室保管資料］ 

 

行事名 開催日 内容 講師 対象者 

キヤノン株式会社 
会社説明会 

４月 20 日 
会社説明並びに就職活
動全般の説明 

石原裕太 氏  
（名大法学部 H20 年
卒業）  

学部４年、M２ 
（他学部生も対
象）  

ビジネスマナー研
修（インターンシッ
プ事前学習として） 

６月 17 日 
インターンシップのた
めのマナー＆コミュニ
ケーション講座 

近藤ゆり子 氏   
（J－Presence 
Academy）   

インターンシッ
プ派遣者 学部
２・３年、Ｍ１・
２ 

裁判所職員業務説
明会 

11 月２日 

人事担当者による基調
説明         
／裁判所書記官による
業務説明／家庭裁判所
調査官による業務説明 

名古屋地方裁判所、名
古屋家庭裁判所 

学部３年、Ｍ１
（他学部生も対
象）  

就職活動ノウハウ
セミナー 第１回 
2015 年度就職活動
の振り返りと来年
度への準備 

11 月 10 日 
2015 年度就職活動の振
り返りと来年度への準
備 

相田一成 氏  
（GCDF キャリアアド
バイザー） 

学部３年、Ｍ１
（他学部生も対
象）  

就職活動ノウハウ
セミナー 第２回 
自己分析・自己ＰＲ 

12 月２日 自己分析・自己ＰＲ 
大森冨士代 氏 
（GCDF キャリアアド
バイザー） 

学部３年、Ｍ１
（他学部生も対
象）  

就職活動ノウハウ
セミナー 第３回 
エントリーシート
作成のための～業
界研究・志望動機～ 

12 月 15 日 
エントリーシート作成
のための業界研究・志
望動機 

相田一成 氏 
（GCDF キャリアアド
バイザー） 

学部３年、Ｍ１
（他学部生も対
象）  

就職活動に関する
説明会 

12 月 24 日 

就職活動に関する基本
的な事項説明説明／法
学部の先輩の進路につ
いての説明／個別相談 

中野富夫 准教授 
（名古屋大学法学部） 

学部３年、Ｍ１ 

法学部進路発見セ
ミナー 第１回 

１月６日 

各企業人事担当者によ
る業界・企業の説明お
よび質疑応答（１回 45
分ごと４回実施) 

参加企業： JR 東海、
東邦ガス、日本ガイ
シ、キヤノン、双日、
オービック、共同通信
社、J – POWER 

全学部、全学年

法学部進路発見セ
ミナー 第２回 

１月 13 日 

各企業人事担当者によ
る業界・企業の説明お
よび質疑応答（１回 45
分ごと５回実施) 

参加企業： 三井物
産、三菱東京 UFJ 銀
行、新日鐵住金、大林
組、CBC テレビ、東京
海上日動火災保険、川
崎重工業、JX エネル
ギー 

全学部、全学年
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法学部進路発見セ
ミナー 第３回 

１月 20 日 

各企業人事担当者によ
る業界・企業の説明お
よび質疑応答（１回 45
分ごと６回実施) 

参加企業： トヨタ自
動車、三菱電機、商船
三井、損保ジャパン日
本興亜、AGC 旭硝子、
ＮＨＫ（日本放送協
会）、中部電力、ジェ
イテクト 

全学部、全学年

千代田化工建設 
会社説明会  

３月７日 
会社説明、質疑応答 
 （１回 45 分程度、３
回実施） 

赤堀善彦 氏  
（名大法学部 H20 年
卒業）  

学部３年、Ｍ１
（他学部生も対
象）  

 

 

資料Ⅱ－２－①－２： 国家公務員総合職（旧国家公務員Ⅰ種）への就職状況  

［出典：就職相談室保管資料］ 

 

年度 
新卒者 既卒者 

人数 省庁 人数 省庁 

2006 ２ 厚生労働省１、国税庁１   

2007 ０    

2008 １ 厚生労働省１   

2009 １ 国土交通省１   

2010 ０  １ 文部科学省１（本学部卒、他大学院在学中） 

2011 １ 厚生労働省１ １ 人事院１ 

2012 ０  ２ 
法務省１（本学部卒、法科大学院修了）、文部
科学省１（本学部卒、大学院院修了） 

2013 ４ 厚生労働省１、人事院２、法務省１ １ 法務省１（本学部卒、大学院在学中） 

2014 ２ 消費者庁 1、法務省 1   

2015 １ 内閣府１ １ 環境省１ 

 

 

 

【就職・進学率】 

第２期の就職・進学率は下記資料の通りである。 

 

資料Ⅱ－２－①－３： 就職率、進学率、その合計としての進路確定者の割合  

［出典：進路状況調等］ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
【就職先の特徴】 

   全体として、偏りなく様々な業界に就職しているが、特に、法学・政治学の素養が

必要とされる公務員や金融業界への就職者数が多い点に特徴がある。また、地域の主

要産業である製造業（輸送機器）にも多数就職しており、教育目的に沿った成果を上

げている。  
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資料Ⅱ－２－①－４： 卒業生就職先一覧（2011-2015 年度）  

［出典：法学部ウェブサイト http://www.law.nagoya-u.ac.jp/intern_graduation/job.html］ 
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［前掲］資料Ⅱ－２－①－３： 就職率、進学率、その合計としての進路確定者の割合 p.60 

 

 

 

【得られた学習成果の事例】  

法学・政治学の素養が必要とされる公務員や金融業界に就職する者が多いことは、

学部での学習の成果といえる。 

法科大学院進学者数も安定的に輩出しており、法曹養成においても一定の成果を上

げている。 

 
［前掲］資料Ⅱ－２－①－４： 卒業生就職先一覧（2011-2015 年度） p.61 

 

［前掲］資料Ⅱ－１－②－１： 専門職の資格試験受験状況（試験の種類、年別人数等） p.54 

 

 

 

 

観点Ⅱ－２－② 在学中の学業の成果に関する卒業・修了生及び進路先・就職先等の関 

係者への意見聴取等の結果とその分析結果 

【卒業生調査内容】 

卒業後３年前後が経過した卒業生を対象として実施した教育成果調査によると、本

学の３つの教育目的が身に付いたとの回答は、2009 年度末調査では、①「機会をつか

む」につき約 85％、②「困難にいどむ」につき約 91％、③「自立性と自発性を育む」

につき 71％と高い評価を得ている。2012 年度末調査では、①が約 81％、②が約 71％、

③が 74％である。第 1 期中に改善した評価を第２期においても維持しており、引き続

き本学の教育目標を達成しているといえる。 
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資料Ⅱ－２－②－１： 関係者からの評価（卒業後数年経過した卒業生のアンケート集計結果） 

［出典：教育成果調査］ 

教育成果調査卒業生対象（2010 年 1-3 月実施） 
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教育成果調査卒業生対象（2013 年 1-3 月実施） 
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【就職先調査内容】 

卒業生の職場の上司等を対象とした調査では、2009 年度末調査では、３つの教育目

的に関する回答は順に約 66%、約 87%、約 93%、教育活動が期待水準を満たしていると

の回答が約 67％であり、高い評価を得ている。 

また、2012 年度末調査では、３つの教育目的に関する回答は順に約 80%、約 84%、

約 88%であり、教育活動が期待水準を満たしているとの回答が約 68％であり、引き続

き高い評価を得ている。 

 

資料Ⅱ－２－②－２： 関係者からの評価（卒業後数年経過した卒業生の上司のアンケート集計結果） 

［出典：教育成果調査］ 

教育成果調査上長対象（2010 年 1-3 月実施） 
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教育成果調査上長対象（2013 年 1-3 月実施） 

 

 

 

 

 

(水準) 期待される水準にある。 

 

 (判断理由)  

「進路・就職の状況」」については、卒業後の進路は多様で、幅広い人材を養成している

といえる。卒業生自身からの教育の成果に対する評価や学部教育の役割への評価、また卒

業生の上司からの教育の成果に対する評価も高い。 

したがって、観点Ⅱ－２における分析結果から、法学部が想定する関係者から期待され

る水準にある。 
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Ⅲ 「質の向上度」の分析  

 

（１）分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

【重要な質の向上／質の変化があった事項】  

第１期中期目標終了時点で、観点Ⅰ－１については、観点Ⅰ－１―②を含めて、期

待される水準であった。観点Ⅰ－２についても、観点Ⅰ－２－③を含めて、期待され

る水準であった。 

第２期では、観点Ⅰ－１－②について、将来計画検討・人事委員会は、年齢構成、

専門教育の継続性の維持、専門分野の展開などの従来からの考慮事項に加えて、全学

の男女共同参画委員会の提示した目標（30％）を意識した人事計画を進めた。その結

果、今期当初は 20％であった女性教員比率は、2012 年度以降は 30％弱となった。 

観点Ⅰ－２－③について、キャンパス・アジア等による海外研修の機会や、G30 科

目の履修による英語教育の機会の提供を通じて、法学部の教育としては、際立って国

際通用性のある教育課程を編成・実施している。 

その結果、観点Ⅰ－１－②と観点Ⅰ－２－③については、「期待される水準を上回

る」になった。ただし、その他の観点については、少人数教育やインターンシップの

充実など、第１期終了時点での達成状況を維持・改善するための取組みが継続的に行

われているが、全体としては、「期待される水準にある」と判定した。 

 したがって、こうした取組成果により、第１期と比べて質が向上した。 

 

 

 

（２）分析項目Ⅱ 教育成果の状況 

【重要な質の向上／質の変化があった事項】  

  第１期中期目標終了時点で、観点Ⅱ－１と観点Ⅱ－２は、期待される水準であった。 

  第２期においても、観点Ⅱ－１について、教育の成果を検証する取り組みが行われ

ており、標準修業年限での卒業率も妥当な水準にある。また、学生からも、授業内容

や成果について、満足が示されている。観点Ⅱ－２についても、卒業後の進路は多様

で、幅広い人材を養成している。卒業生自身とその上司からの教育の成果に対する評

価も高い。 

  その結果、この分析項目において、「期待される水準を上回る」と判定した観点はな

いが、第１期終了時の高い質を維持している。 

  したがって、こうした取組成果により、第１期と比べて質が向上した。 

 

 

 




